
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路通信 羽曳野市立峰塚中学校 

進路保障委員会 No.３ 

２０２５．４．２４ 

 

一般財団法人 あしなが育英会 
申請の条件 

 保護者が病気や災害（道路上の交通事故を除く）、自死（自殺）などで死亡、または１～５

級の障がい認定を受けており、経済的な援助を必要としている２５歳以下の子ども。高等 

学校奨学生は、高等学校、高等専門学校の１～３年生、特別支援学校高等部、３年制の専修

学校高等課程（大学受験資格を取得できる）に在学する生徒であること。 

申請期限 

 ２０２５年９月１日～１２月１５日（消印有効） 

奨学金の額 

奨学金月額：３万円。（給付） 

※私立高校入学一時金（３０万円）を貸与する制度もあります。送金は入学後、別途審査有。 

奨学金の利息 

 私立高校入学一時金の利息は無利子。 

申し込み方法 

 しおり・申請書はホームページ（https://www.ashinaga.org/scholarship/）からダウン

ロード可能。郵送を希望する際は、ホームページもしくは電話（03-3221-0888）で請求。 

  

公益財団法人川口交通遺児育英会 
応募資格等 

 高等学校または高等専門学校に進学を希望し、保護者等が交通事故で死亡した、あるいは 

負傷のための著しい後遺障害等のため働けなくなった家庭で、学費の支弁が経済的に困難で

ある者のうち、学業、人物ともに優秀な者。※奨学金規程、奨学生選考基準により選考あり。 

申請期限 

 令和７年６月３０日までに出願手続き 

奨学金の額（給付） 

 奨学金月額：２万円。正規の卒業期までの期間。    

 入 学 資 金：１０万円以内。   ※他の奨学金を併用できます。        

申し込み方法 

 願書は奨学金担当松野先生からもらうか、ホームページ（https://www.kawaguchi-

koutsuiji-ikueikai.or.jp/）からダウンロードが可能。その他多数必要な書類があるので、

予約募集のしおりをみて確実に用意をし、川口交通遺児育英会まで提出。 


